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◎新潟県訓令第13号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13号）第49条の規定に基づき設備しなければならない帳簿及び報

告書その他の書類の様式を定める訓令（昭和39年３月新潟県訓令第８号）の一部を次の表のように改正する。 

令和８年３月31日 

新潟県知事  花 角  英 世 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１号様式の３（第39条、第41条関係） 

物品管理簿（ＥＴＣカード） 

（物品出納簿） 

（略） 

（略） 返却確認  

 

注 １・２ （略） 

３ 使用区間ごとに記載すること。 

４ 「返却確認欄」には、ＥＴＣカードの返

却を確認後、使用者以外の者が署名又は押

印すること。 

 

第１号様式の３（第39条、第41条関係） 

物品管理簿（ＥＴＣカード） 

（物品出納簿） 

（略） 

（略） 返却確認印  

 

注 １・２ （略） 

３ 使用区間１件ごとに記載すること。 

４ 「返却確認印欄」には、ＥＴＣカードの

返却を確認後、使用者以外の者が押印する

こと。 

 

第１号様式の７（第39条、第41条関係） 

物品管理簿（りゅーと乗車券） 

（物品出納簿） 

（略） 

（略） 返却確認  

 

 

（略） 確認  

 

注 １・２ （略） 

３ 「返却確認欄」には、りゅーと乗車券の

返却を確認後、使用者以外の者が署名又は

押印すること。 

４ 「確認欄」には、りゅーと乗車券の残額

を確認後、物品取扱員が署名又は押印する

こと。 

第１号様式の７（第39条、第41条関係） 

物品管理簿（りゅーと乗車券） 

（物品出納簿） 

（略） 

（略） 返却確認印  

 

 

（略） 確認印  

 

注 １・２ （略） 

３ 「返却確認印欄」には、りゅーと乗車券

の返却を確認後、使用者以外の者が押印す

ること。 

４ 「確認印欄」には、りゅーと乗車券の残

額を確認後、物品取扱員が押印すること。 

 


